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Ⅰ 指定管理者募集の目的 

 根羽村では、村外からの就業者確保、新たな視点での取組による地域内産業の維持・収益構

造の変換と地域資源を活かした新たな産業の創出につなげるため、インターンシップを含む就

業体験者、外部指導者等の受入れを目的に根羽村地域産業再生拠点施設（以下「トライアルハ

ウス」という。）を根羽村 3015 番地 380 に設置しました。また、地域産業の再生とあわせて地

域の活性化を効率的に進めるため、施設に移住・定住・就業の相談窓口機能を持たせることと

して、次のとおり指定管理者を募集します。 

 

Ⅱ 施設の概要 

（１）名称及び所在地 

  ア 名称   根羽村地域産業再生拠点施設（「トライアルハウス」） 

  イ 所在地  長野県下伊那郡根羽村 3015 番地 380 

（２）施設等の概要 

  ア 建物構造     木造一部２階建 

  イ 建物延床面積   ２１５．８８㎡ 

  ウ 施設内容     ①居室 ６部屋 

             ②共同ダイニングキッチン １部屋 

             ③共同リビング １部屋 

             ④共同洗濯スペース ２箇所 

 （３）施設設置の目的 

人口減少、少子高齢化が進む中、大学との連携や、都市部企業との連携により地域内産業の 

維持、活性化を進めていますが、更に外部人材の登用・協力を更に加速させ、新たな産業の 

創出、収益構造の変換を進めて行く必要があります。また、新産業だけではなく、既存の産 

業についても維持することはもちろんですが、新たな視点で収益確保・改善へ取り組むこと 

も重要であることから、外部協力者や就業体験希望者が利用できる短期滞在施設を整備し、 

外部から村内への新たな就業者確保に向けてインターンシップを含む就業体験等を積極的に 

進めます。 

 同施設は村内産業再生に向けた取組推進の拠点施設として、施設内に就業・移住等の相談 

窓口としての機能を持たせ、村内企業、団体とも協力して外部への情報発信をはじめ、就業 

希望者の募集、応募者への対応を行うとともに、外部人材の定着を図ることが重要であるこ 

とから、就業希望者と事業者との面接等のマッチングに使用する施設としても活用し、今後 

の産業維持、収益構造変換を進めるための拠点とするものです。 

  この施設を拠点として、地域資源の更なる活用による産業振興、六次産業による商品の高 

 付加価値化による収益向上の実現、ひいては農林業の働き方改革を含めて村のあらゆる産業 

 構造の変換を推進するものです。 

 

  尚、この施設整備により村では、令和５年 3月末までに、村内への新規就業者４名、地場 

産品を活用した新たな商品開発５件を目標とします。 
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Ⅲ 管理にあたっての条件 

１ 指定管理者が行う業務 

（１） 利用者の募集に関する業務 

（２） 利用許可等に関する業務 

（３） 施設全体の維持管理に関する業務 

（４） 利用料金の収受に関する業務 

（５） 根羽村への就業、移住相談に関する業務 

（６） 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務 

  

２ 管理に要する経費 

（１） 利用に係る料金 

ア 施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入とし 

 て収受する「利用料金制」を採用します。 

イ 村が支払う指定管理料のほか、利用者が支払う利用料金や指定管理者が施設設置の 

目的達成のため自ら企画・実施する自主事業の収入を自らの収入とします。 

 （２）管理に要する経費 

     村は指定管理者の業務を実施するために必要な経費として、次のとおり指定管理料を支

払います。  

     ア 指定管理者が行う業務に対して毎月 100,000 円 

 イ 施設の管理運営に必要な費用（電気料、水道料、ガス代、下水道使用料、ケーブルテ

レビ使用料、インターネット利用料、共通部分の消耗品）の合計額が、利用料収入額を

上回る場合の不足額。 

指定管理料の支払時期、支払い方法等については、村と指定管理者で締結する協定書で

定めることとし、指定管理料については、次の事項に留意すること。 

・ 消費税及び地方消費税を含む。 

・ 災害等の特別な場合を除き、協定締結の日から 1年間は増額は原則行わない。 

  （３）その他 

       指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座と別の口座で管理するこ

と。また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理す

ること。 

 

３ 指定期間 

   協定締結の日から令和４年３月３１日まで 

   なお、令和４年度以降については、改めて指定管理者の指定手続きを行います。 

 

４ 管理基準 

 （１）業務一括委託の禁止 

     指定管理者は、本事業を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。

ただし、あらかじめ村長が認めた場合は、この限りではない。 

 （２）関係法令の遵守 

     指定管理者は、トライアルハウスの管理運営を行うにあたっては、関連法令、関係条例
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等を遵守しなければならない。 

 （３）個人情報の取扱い 

     指定管理者は、管理運営を通じて取得した個人に関する情報を保護するため、別途締結

する協定で定める措置を講ずる必要がある。 

 （４）文書の管理・保存 

     指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等は、適正に管理・保存するこ

ととし、指定期間終了時に、根羽村の指示に従って引き渡すこととする。 

 （５）守秘義務 

     指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし、自

己の利益のために使用することはできない。指定期間が終了した後も同様とする。 

 （６）環境への配慮 

     指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、電気・ガス・ガソリン・灯油等のエ

ネルギー使用量の削減に努める等、環境へ配慮すること。 

 

５ リスクの分担 

   リスクの分担の基本的な考え方は、次のとおりとします。なお、詳細は協定を締結する際に

定めることとする。 

項  目 指定管理者 根羽村 

施設・備品の維持管理 ○  

施設・備品の補修 協議による 

安全衛生管理 ○  

事故、火災等により施設・備品に生じた

損傷の復旧 

○ 

（責めに帰する場合） 
○ 

事故、火災等による利用者への責任 
○ 

（責めに帰する場合） 
○ 

災害復旧  ○ 

包括的管理責任  ○ 

 

Ⅳ 応募資格・条件 

 １ 応募資格 

  管理運営業務を履行できる能力があると認められる法人又は複数の法人でグループを構成

した団体であれば申請できます。個人での応募はできません。 

    また、次の事項に該当する者は、応募することができません。 

 （１）地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当する者 

 （２）会社更生法、民事再生法に基づき更正又は更正手続きをしている法人 

 （３）長野県又は根羽村から指名停止を受けている法人 

 （４）直近１年間の法人市町村民税、法人県民税、法人事業税、消費税、地方消費税、固定資産

税を完納していない者 
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 ２ 応募条件 

（１）国内に事務所を有する法人等であること。 

 （２）複数の法人によるグループで応募する場合は、代表となる法人を定めること。 

 （３）単独で応募した法人等は、グループ申請の構成員になることはできない。 

 （４）同時に複数のグループの構成員になることはできない。 

 

Ⅴ 申請の手続き 

 １ 提出書類 

   申請にあたっては、次の書類を提出してください。 

（１） 指定管理者指定申請書 

（２） ・施設設置目的、後述の審査基準を踏まえた事業計画書及び収支予算書 

・募集要項Ⅲ-１に記載の「指定管理者が行う業務」のうち、（1）（5）についての申請者の

取組み方針を含めた提案書（様式自由） 

（３） 定款及び登記事項証明書 

（４） 前事業年度の貸借対照表及び財産目録 

   ※添付書類は、日本工業規格Ａ４版とします。ただし、官公署の発行する証明等やむをえな

いものについては、この限りではありません。 

 

 ２ 募集期間・申請書の提出 

   申請書は、持参又は郵送により提出してください。募集期間等は次のとおりとします。 

なお、電子メール、ＦＡＸでの提出は受け付けません。 

 （１）募集期間  令和元年７月５日（金）から令和元年７月 19 日（金）まで 

 （２）受付場所   

   ア 持参する場合 

      根羽村役場 総務課（土曜日及び日曜日を除く） 

      午前８時 30 分から午後５時まで 

   イ 郵送の場合 

      〒３９５－０７０１ 

      長野県下伊那郡根羽村 2131-1 根羽村役場 総務課 

      書留郵便等により 令和元年７月 19 日（金） 必着 

 （４）申請書類の提出部数   正本１部 副本１部 

  

 ４ 現地確認の希望・質問事項の受付 

   現地確認の希望、募集要項に関する質問がある場合には書面により、申請書の提出先へ送付

してください。 

締め切り 令和元年７月 12 日（金） 

 

 ５ 留意事項 

 （１）提出書類の補正 

    提出書類は、受付期間内に限り補正することができます。 
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 （２）提出書類の取扱い 

    提出書類の著作権は申請者に帰属します。ただし、村は、指定管理者の選定事務に関して

必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

なお、提出書類は、理由の如何に関わらず返却しません。 

 （３）申請の辞退 

    申請後に辞退する場合は、辞退届（様式自由）を提出すること。 

 （４）虚偽の記載をした場合 

    申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

 （５）提出書類の使用言語 

    提出書類の作成にあたっては、日本語及びメートル法を使用すること。 

 （６）申請費用 

申請にあたっての費用は、申請者の負担とします。 

 （７）情報公開 

提出書類は、情報公開の請求により開示することがあります。 

 

Ⅵ 選定方法 

  候補者の選定は、申請者から提出された申請書類の審査、必要に応じて聞き取りを行い、候補

者を選定し、村議会の議決を経て根羽村が指定管理者を指定します。 

 

 

 １ 審査基準 

   審査基準は、次のとおりです。総合的な判断に基づいて決定します。 

指定の基準 評価の視点 

平等利用が確保されること。 
施設の目的を踏まえて村内事業者、利用者双方に平等利用

が確保されているか 

関係法令及び条例の規定を遵守

し、適切な管理ができること。 

・利用規定の整備の見込み 

・個人情報保護の考え方及び情報管理体制 

・環境配慮への取り組み方針 

指定管理業務について、適切な業

務遂行体制を確保できること。 

施設の維持管理運営、施設周辺の環境整備、就業・移住相

談受付の職員体制 
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施設の効用を最大限に発揮させ

ること。 

・設置目的との整合性 

・就業、移住施策への考え方 

・施設等維持管理の考え方 

・村の事業への協力の考え方 

・村内事業者との連携の考え方 

・利用者増加の取組方針 

・事故防止対策、体制及び危機管理マニュアル 

・運営経費縮減への取組 

 

 

 ２ 選定結果の通知、公表 

   選定結果については、令和元年８月９日までに、申請者全員に郵送で通知します。 

 

 

Ⅶ 協定の締結 

  指定管理者の指定の後に指定管理者業務の実施に関し包括的な事項を定めた協定を締結する。 

 １ 協定に盛り込む事項 

（１）管理業務の範囲に関する事項 

（２）指定管理者の責務に関する事項 

（３）個人情報の保護に関する事項 

（４）指定期間に関する事項 

（５）使用料金に関する事項 

（６）事業報告に関する事項 

（７）指定の取り消しに関する事項 

（８）原状回復及び損害賠償に関する事項 

（10）再委託の禁止に関する事項 

（11）その他村長が必要と認める事項 

 ２ 協定の締結に際し必要な事項 

   協定の締結に際し必要な事項については指定管理者と根羽村が協議の上、定めることとする。 

 ３ 協定が締結できない場合の措置等 

   指定管理者が協定の締結までの間において、次に掲げる事項に該当するときは、その指定を

取り消す。 

（１）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

（２）財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

（３）著しく社会的信用を損なう等、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 

Ⅷ その他の事項 

 １ 業務の継続が困難になった場合等の措置  

   指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに根

羽村に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりとする。 
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 （１）指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

     指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又はそのおそ

れが生じた場合には、根羽村は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定め

て改善策の提出及び実施を求めることができる。 

この場合、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には、根羽村は

指定管理者の指定の取消し、又は業務の全部又は一部の停止を命じることができる。 

 （２）指定が取り消された場合等の賠償 

     上記（１）により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止

された場合、指定管理者は、根羽村に生じた損害を賠償するものとする。 

 （３）不可抗力等による場合 

     不可抗力その他根羽村又は指定管理者の責めに帰することができない事由により業務の

継続が困難となった場合は、根羽村と指定管理者は、業務の継続の可否等について協議を

行い、継続が困難と判断した場合、根羽村は指定管理者の指定の取消し、又は業務の全部

若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

 

 ２ その他協議すべき事項 

   協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、根羽村及び指定管理者双方が誠意を持っ

て協議するものする。 

 

 ３ 業務の引継ぎについて 

   指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、円

滑な引継ぎに協力するものとする。 

 

 

問い合せ先  

〒395-0701   長野県下伊那郡根羽村 2131 番地 1 

根羽村役場 総務課 

担当：鈴木秀和 

             電話 0265-49-2111 

FAX  0265-49-2277 

  E-mail  soumu4102@nebamura.jp 

 


